
第 2 章 学校生活における管理と指導 

 

 

【新小１年生】 

① 面談、必要書類（1・2・4・5）の配付 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

② 面談（２回目）対応についての説明、必要書類の回収 校内委員会実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

面談 ２ 

＜対象＞ 

食物アレルギーに関する個別対応を希望する児童 

･保護者 

＜内容＞ 

・ 回収した様式に基づき校内委員会と保護者が

面談を行う。 

・ 児童の状況と保護者の希望を詳しく聞き、食数

や調理機器・人員の現状と「学校で対応できる

こと・できないこと」を保護者に伝え、十分話

し合う。 

校内委員会 １ 

・ 給食での対応を検討する。 

・ 校長が対応を決定する。 

面談 １ 

＜対象＞ 

相談の申し出のあった児童・保護者 

＜内容＞ 

・ 要望を聞く。 

・ 様式１･２･４･５の配付 

・ 給食の個別対応や特別な配慮を希望している

場合は、入学説明会以降に詳しい面談をする

ことを伝える。 

食物アレルギーに関す

る調査表（様式１） 

食物アレルギー除去食･給

食停止実施申請書（様式２） 

和泉市学校生活管理指導表

食物ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患用（様式４） 

ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ自己注射薬(ｴﾋﾟ

ﾍﾟﾝⓇ)対応票（様式５） 

11 月 
就学時健康診断 

２月 
入学説明会 

食物アレルギーに関する調

査表（様式１） 

食物アレルギー除去食･給

食停止実施申請書（様式２） 

和泉市学校生活管理指導表

食物ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患用（様式４） 

ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ自己注射薬(ｴﾋﾟﾍﾟﾝ
Ⓡ)対応票（様式５） 

○保護者へ配付（様式 1･2･4･5） 

○保護者から回収 

または診断書等 

処方ない場合は無し 

３． 食物アレルギー対応のながれ 

－６－ 

izm039859
テキスト ボックス
　【資料２-４】食物アレルギー対応のながれ（現行手引き）
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③ 面談（３回目）・校内委員会（２回目）実施、共通理解と対応確認  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【新規に対応する場合】 

 
※ 市内転入の場合は、学校間で関係書類を引き継いで対応を行う。 

 

※ 市外転入及び新規に対応する場合は、【新小 1年生】のながれ を参考にして面談の

実施、必要書類の配付・回収及び校内委員会等を適切に実施し、対応を行う。 

面談 ３ 

＜対象＞ 

食物アレルギーに関する個別対応を決定した児童・保護者         

＜内容＞ 

・ 決定内容を保護者に伝える。 

・ 給食での個別対応を行う場合は、校内委員会と保護者で詳

しい対応内容を確認する。（給食以外の学校生活や校外学

習時の配慮事項、食物アレルギー症状が発生した場合の対

応なども含む。） 

・ 様式６を学校から保護者に渡す。 

・ 様式７：小１～中３（９年生）まで管理する個票の記入を

依頼する。 

 

校内委員会 ２ 

・ 担任決定、新年度の体制による構成員の確認をする。 

・ 決定事項の共通理解を図る。 

・ 給食での対応を開始し、問題点がないかどうか検討する。 

 

食物アレルギー除去食・給食停

止 実施決定について（様式６） 

食物アレルギー個人調

査票（様式７） 

○保護者へ配付（様式６） 

○対象者へ配付（様式 7） 

４月 

－７－ 

※経年使用 
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【新小２～新小６年生】【新中２～新中３年生】【義務教育学校７～９年生】 

① 必要書類（３・４・５・７）の配付・回収 校内委員会実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 面談等※を実施し、新年度の確認を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 給食対応 

 

 

 

          

面談等（宿泊学習等 学校生活全般についての内容含む） 

＜対象＞ 

すでに個別対応をしている児童・生徒・保護者 

＜内容＞ 

・ 具体的に内容を見直しした結果を伝え、新年度

の対応について確認をする。 

＜対象＞ 

すでに個別対応している児童・生徒・保護者 

＜内容＞ 

・ 児童の現状と、対応の継続を希望するかど

うかを確認する。 

 食物アレルギー除去食･給食

停止実施申請書（様式３） 

２月～ 

３月 

○保護者への配付⇒回収（３月までに） 

 

・ 担任決定、新年度の体制による構成員の確認を

する。 

・ 決定事項の共通理解を図る。 

・ 給食での対応を開始し、問題点がないかどうか

検討する。 

・ 対応について、保護者に連絡を行う。 

 

４月 

ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ自己注射薬(ｴﾋﾟﾍﾟﾝ
Ⓡ)対応票（様式５） 

または診断書等 

処方ない場合は無し 

－８－ 

食物アレルギー個人調

査票（様式７） ※経年使用 

校内委員会 

・ 給食での対応を継続するかどうか検討

する。 

・ 校長が対応を決定する。 

 

※毎年、保護者と面談する事が望ましいが、児童生徒の症状及び家庭・学校の実情を鑑み、面談に替

わり電話連絡や書面連絡等でもよい。ただし、必要な情報の収集、確認を適切に行うこと。 

和泉市学校生活管理指導表

食物ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患用（様式４） 
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【小学校での対応：新中１年生】 

① 必要書類（1・2・4・5・７）の配付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【中学校での対応 新中１年生】 

① 必要書類（1・2・4・5・７）の回収。 

 

② 給食対応 

 

 
 

 

 

 

 

 

                              

小学校で食物アレルギー対応をしていた児童が

中学校に進学する際には、６年生時点で給食の

対応を行っている児童のみに様式１･２･４･

５・７を配付。中学校へ提出するよう伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 小学校 

４月 中学校 

食物アレルギーに関す

る調査表（様式１） 

食物アレルギー除去食･給

食停止実施申請書（様式２） 

食物アレルギー個人調

査票（様式７） 

保護者は入学式までに提出 
 

様式１･2･4･5･７を配付済みであ

ることを申し送る 

保護者より入学式までに様式１･２･４･５・７を回収す

る。必要に応じて、面談を行う。 

様式７を確認し、校内委員会で対応について検討する。 

決定事項について全教職員で共通理解を図る。 

 

～４月 中学校 

２月 小学校 

和泉市学校生活管理指導表

食物ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患用（様式４） 

ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ自己注射薬(ｴﾋﾟﾍﾟﾝ
Ⓡ)対応票（様式５） 

食物アレルギーに関す

る調査表（様式１） 

食物アレルギー除去食･給

食停止実施申請書（様式２） 

食物アレルギー個人調

査票（様式７） 

和泉市学校生活管理指導表

食物ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患用（様式４） 

ｱﾄﾞﾚﾅﾘﾝ自己注射薬(ｴﾋﾟﾍﾟﾝ
Ⓡ)対応票（様式５） 

または診断書等 

処方ない場合は無し 

－９－ 

対応について、保護者に連絡を行う。 

※経年使用 

※経年使用 



就
学
前
か
ら
卒
業
ま
で
の
対
応
の
な
が
れ

新
小

１
年

生
新

中
１

年
生

新
中

２
～

新
中

３
年

生
（
義

務
教

育
学

校
新

７
～

新
９

年
生

）

11
月

以
降

★
就

学
時

健
康

診
断

  
  

  
  

  
で

相
談

が
あ

っ
た

と
こ

ろ

　
　

　
　

様
式

１
・
２

・
４

・
５

配
付

３
月

　
　

様
式

３
・
４

・
５

・
７

　
　

　
回

収
小

中
連

絡
会

に
て

情
報

交
換

　
　

　
　

　
　

様
式

３
・
４

・
５

・
７

回
収

４
月

★
入

学
式

　
　

　
　

　
　

様
式

６
・
７

配
付

　
　

　
　

　
　

様
式

７
回

収
共

通
理

解
の

徹
底

対
応

食
の

開
始

★
入

学
式

　
　

　
　

　
様

式
１

･２
・
４

･５
・
７

  
  

  
  

  
  

　
回

収
　

　
　

　
　

　
様

式
６

配
付

共
通

理
解

の
徹

底
対

応
食

の
開

始

共
通

理
解

の
徹

底
対

応
食

の
開

始

　
　

　
　

　
様

式
６

配
布

書
類

の
様

式
に

つ
い

て

　
※

様
式

１
・・

・食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
に

関
す

る
調

査
票

　
※

様
式

２
・・

・食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
除

去
食

・給
食

停
止

　
実

施
申

請
書

（
新

規
用

）

　
※

様
式

３
・・

・食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
除

去
食

・給
食

停
止

　
実

施
申

請
書

（
継

続
用

）

　
※

様
式

４
・・

・和
泉

市
学

校
生

活
管

理
指

導
表

（食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
疾

患
用

）

　
※

様
式

５
・
・
・
ア

ド
レ

ナ
リ

ン
自

己
注

射
薬

（
エ

ピ
ペ

ン
 Ⓡ

  
）
対

応
票

　
※

様
式

６
・
・
・
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

除
去

食
・
給

食
停

止
　

実
施

決
定

に
　

　
　

　
　

　
　

　
　

つ
い

て
　

※
様

式
７

・
・
・
食

物
ア

レ
ル

ギ
ー

個
人

調
査

表

共
通

理
解

の
徹

底
対

応
食

の
開

始

　
　

　
　

　
様

式
６

配
布

－１０－

　
　

食
物

ア
レ

ル
ギ

ー
対

応
日

程

新
小

２
～

新
小

６
年

生

　
　

　
　

　
　

様
式

３
・
４

・
５

・
７

配
付

２
月

★
入

学
説

明
会

　
　

　
　

　
　

様
式

１
・
２

・
４

・
５

回
収

　
　

　
　

 ６
年

生
時

点
で

給
食

の
  

  
  

  
 対

応
を

し
て

い
る

児
童

に
  

  
  

  
 小

学
校

に
て

　 　
　

　
　

様
式

１
･２

・
４

・
５

配
付

　
　

　
　

様
式

７
返

却

　
　

様
式

３
・
４

・
５

・
７

　
　

　
配

付

1
1
月

 
  2
月

 
 3
月

 
 4
月

 
   2
月

 
 3
月

 
 4
月

 
  2
月

 
 3
月

 
 4
月

 
  2
月

 
 3
月

 
 4
月

 
   2
月

 
 3
月

 
 4
月

 
  2
月

 

書
類

 

面
談

１
 

書
類

 

面
談

３
 

書
類

 

書
類

 

書
類

 

書
類

 

書
類

 

校
内

委
員

会
２

 

面
談

２
 

校
内

委
員

会
１

 

面
談

 

書
類

 

校
内

委
員

会
 

校
内

委
員

会
 

書
類

 

面
談

等
 

校
内

委
員

会
 

書
類

 

面
談

等
 

就
学

時
健

康
診

断
 

 
 
面
談

1
・
書
類
配
付

 

入
学

説
明

会
 

面
談

2
・
書
類
回
収

 

校
内
委
員
会
１

 

・
共
通
理
解
の
徹
底

 

入
学

式
 

面
談

3
・
書
類
配
付

 

・
共
通
理
解
の
徹
底

 

書
類
配
付

 

書
類
配
付

 

 ･
回
収

 
校
内
委
員
会
･
面
談

 

入
学
式

  

 
書
類
回
収

 
 
校
内
委
員
会
･面

談
 

・
共
通
理
解
の
徹
底

 

書
類
配
付

 

 ･
回
収

 
校
内
委
員
会
･面

談
 

書
類
配
付

 

 ･
回
収

 
校
内
委
員
会
･
面
談

 

就
学

前
 

1
年

 

中
１

年
 

中
２

・３
年

 

２
～

５
年

 

６
年

 
・
共
通
理
解
の
徹
底

 

書
類
配
付

 

 ･
回
収

 
校
内
委
員
会
･
面
談

 

小
中
連
絡
会

 

・
共
通
理
解
の
徹
底

 
７

～
９

年
 

書
類

 
書

類
 


